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 富山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の 

一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年５月13日 

                    富山県公安委員会委員長 庵 栄伸  

富山県公安委員会規則第３号 

   富山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関    

   する規則の一部を改正する規則 

 富山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 

（平成30年富山県公安委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の 

推進等に関する法律施行規則（平成15年国家公安委員会規則第６号。以下「情報通 

信技術活用規則」という。）第11条及び」を削る。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和８年５月13日 

水 曜 日 
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 第２条第２項第１号中「法令」を「条例等」に改め、「法律、法律に基づく命令、｣ 

を削り、同項第４号中「法第３条第８号及び」を削り、同項第５号中「法第３条第 

９号及び」を削る。 

 第３条を次のように改める。 

 （対象手続の公表） 

第３条 富山県公安委員会等は、富山県公安委員会等が、この規則の規定により電 

 子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等 

 の手続について、インターネットの利用その他の方法により、当該手続の根拠と 

 なる法令等の名称等を公表するものとする。 

 第４条中第１項中「法第６条第１項及び」を削り、同条第２項中「又は送信しな 

ければ」を「申請等を行わなければ」に改め、同条第６項中「法令」を「条例等」 

に改める。 

 第５条中「法第６条第４項及び」を削る。 

 第６条第１項中「法第６条第６項及び」を削る。 

 第７条中「法第６条第３項及び」を削る。 

 第８条第１項中「法第７条第１項及び」を削る。 

 第９条中「法第７条第３項及び」を削る。 

 第10条を削る。 

 第11条中「法第７条第４項及び」を削り、同条を第10条とし、同条の次に次の１ 

条を加える。 

 （電磁的記録による縦覧等） 

第11条 富山県公安委員会等は、情報通信技術利用条例第５条第１項の規定により 

 書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は 

 当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利 

 用する方法、富山県公安委員会等の事務所に据え置く電子計算機の映像面に表示 

 する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を据え置く方法に 

 より縦覧等を行うものとする。 

 第12条を次のように改める。 

 （電磁的記録による作成等） 
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第12条 富山県公安委員会等は、情報通信技術利用条例第６条第１項の規定により 

 書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当 

 該事項を富山県公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記 

 録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成等を行うものとす 

 る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年５月21日から施行する。 
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告     示 
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富山県告示第274号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  氷見市土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 

年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和８年４月28日認可した。 

    令和８年５月13日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

 

 

富山県告示第275号 

   指定公金事務取扱者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 243条の２第１項に規定する指定公金事務 

取扱者を指定したので、同条第２項及び富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17 

号）第 151条の２の規定により告示する。 

  令和８年５月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地 

  富山県高岡市京田 619番地 

  光陽興産株式会社 代表取締役社長 中西 竜一 

２ 指定公金事務取扱者が受託した公金事務に係る歳入等又は歳出 
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  富山県営住宅に係る家賃の現金収納業務における家賃の現金収納事務 

３ 指定公金事務取扱者が公金事務を受託した期間 

  令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

４ 指定公金事務取扱者を指定した日 

  令和８年３月31日 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

令和８年度登録販売者試験の実施 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年 

法律第 145号）第36条の８第１項の規定により、令和８年度登録販売者試験を次の 

とおり実施するので、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関 

する法律施行規則（昭和36年厚生省令第１号）第 159条の４第２項の規定により公 

示する。 

  令和８年５月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 試験の日時及び場所 

 ⑴ 日時 

   令和８年９月２日（水） 午後０時30分から午後５時30分まで 

 ⑵ 試験の場所 

   富山市友杉1682番地 富山産業展示館（テクノホール） 

２ 試験方法 

  筆記試験 

３ 試験項目 

 ⑴ 医薬品に共通する特性と基本的な知識 

 ⑵ 人体の働きと医薬品 

 ⑶ 主な医薬品とその作用 

 ⑷ 薬事に関する法規と制度 

 ⑸ 医薬品の適正使用と安全対策 
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４ 受験手続き 

 ⑴ 受験願書の提出方法 

   受験願書の提出は原則として電子申請によるものとする。 

   なお、電子申請が困難な場合は、富山県厚生部薬事指導課あて郵送により提 

  出すること。 

 ⑵ 受験願書の受付期間 

   令和８年５月27日（水）から６月９日（火）まで（郵送の場合は消印有効） 

 ⑶ 受験願書の配布 

   令和８年５月20日（水）より、富山県のホームページに受験手続きについて 

  掲載する（https://www.pref.toyama.jp）。 

   また、電子申請が困難な場合に限り、令和８年５月20日（水）から６月９日 

  （火）まで、富山県厚生部薬事指導課で配布する。（土曜日及び日曜日を除 

  く。） 

 ⑷ 提出書類 

  ア 登録販売者試験受験願書 

  イ 写真 

 ⑸ 受験手数料 

   15,000円 

   電子申請の場合は、オンライン支払（クレジットカードによる支払）により 

  納付すること。 

   郵送により受験願書を提出する場合は、手数料収納窓口において受験手数料 

  を納付すること。 

５ 合格発表 

  令和８年10月16日（金）午前10時に、富山県庁正面掲示板及び富山県のホーム 

 ページにおいて、合格者の受験番号を発表する。 

  また、合格者には、登録販売者試験合格通知書を郵送する。 

６ 問合せ先 

  詳細については、令和８年５月20日（水）より富山県のホームページに掲載す 

 る受験案内を確認すること。 
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監査の結果の公表について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第１項、第２項及び第４項の規定に 

基づき、令和８年３月に富山県監査委員監査基準に準拠し実施した監査の結果を、 

同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和８年５月13日 

                    富山県監査委員 奥 野  詠 子  

                    富山県監査委員 井 上    学  

                    富山県監査委員 田 中  篤 人  

                    富山県監査委員 髙 橋  正 樹  

 

１ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日 

危機管理局 広 域 消 防 防 災 セ ン タ ー 令和８年３月13日 

交通政策局 富 山 空 港 管 理 事 務 所 令和８年３月３日 

生活環境文化部   環 境 科 学 セ ン タ ー 令和８年３月６日 

厚 生 部 新 川 厚 生 セ ン タ ー 令和８年３月16日 

  同 中 部 厚 生 セ ン タ ー 令和８年３月13日 

  同 高 岡 厚 生 セ ン タ ー 令和８年３月13日 

  同 砺 波 厚 生 セ ン タ ー 令和８年３月16日 

  同 女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー 令和８年３月６日 

  同 黒 部 学 園 令和８年３月17日 

  同 砺 波 学 園 令和８年３月26日 

農林水産部 西 部 家 畜 保 健 衛 生 所 令和８年３月３日 

教育委員会 入 善 高 等 学 校 令和８年３月24日 

  同 桜 井 高 等 学 校 令和８年３月12日 

  同 魚 津 工 業 高 等 学 校 令和８年３月19日 

  同 上 市 高 等 学 校 令和８年３月12日 

  同 雄 山 高 等 学 校 令和８年３月17日 

  同 中 央 農 業 高 等 学 校 令和８年３月25日 

  同 富 山 西 高 等 学 校 令和８年３月18日 
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  監査対象箇所                    監 査 年 月 日 

教育委員会 富 山 南 高 等 学 校 令和８年３月19日 

  同    呉 羽 高 等 学 校 令和８年３月24日 

  同 小 杉 高 等 学 校 令和８年３月３日 

  同 大 門 高 等 学 校 令和８年３月９日 

  同 新 湊 高 等 学 校 令和８年３月３日 

  同 高 岡 工 芸 高 等 学 校 令和８年３月23日 

  同 高 岡 商 業 高 等 学 校 令和８年３月25日 

  同 伏 木 高 等 学 校 令和８年３月23日 

  同 高 岡 南 高 等 学 校 令和８年３月19日 

  同 福 岡 高 等 学 校 令和８年３月25日 

  同 氷 見 高 等 学 校 令和８年３月25日 

  同 雄 峰 高 等 学 校 令和８年３月３日 

  同 に い か わ 総 合 支 援 学 校     令和８年３月３日 

  同 し ら と り 支 援 学 校 令和８年３月19日 

  同 富 山 高 等 支 援 学 校 令和８年３月25日 

  同 高 志 支 援 学 校 令和８年３月23日 

  同 高 岡 支 援 学 校 令和８年３月27日 

  同 高 岡 高 等 支 援 学 校 令和８年３月25日 

公安委員会 黒 部 警 察 署 令和８年３月24日 

  同 魚 津 警 察 署 令和８年３月18日 

  同 上 市 警 察 署 令和８年３月９日 

  同 富 山 南 警 察 署 令和８年３月24日 

  同 富 山 西 警 察 署 令和８年３月12日 

  同 氷 見 警 察 署 令和８年３月25日 

 

２ 監査対象年度 

  令和６年度及び令和７年度 
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３ 監査結果 

  財務に関連する事務事業の執行等が適正かつ効率的に行われているか等につい 

 て、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法により 

 監査したところ、大方の監査対象箇所において、おおむね適正に行われていると 

 認められたが、一部において次のとおり留意改善すべき事項があったので、今後、 

 一層適正な執行に努められたい。 

 

 <<注意事項>> 

  ア 年度内に歳入調定すべきところを翌年度の過年度収入となったものがあっ 

   た。 

  イ 現金の払込に遅延しているものがあった。 

  ウ 時間外勤務手当の支給に誤りがあった。（３箇所） 

  エ 特殊勤務手当の支給に誤りがあった。 

  オ 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に誤りがあった。 

  カ 義務教育等教員特別手当の支給に誤りがあった。   

  キ 通勤手当の支給に誤りがあった。 

  ク 支出科目を誤っているものがあった。 

  ケ 専決規定に違反しているものがあった。 

  コ 契約手続きが適正でないものがあった。（２箇所） 

  サ 再委託の承認について、契約書に違反しているものがあった。 

  シ 契約条項違反があった。 

  ス 交通事故による損害が生じた。（６箇所） 

  セ 施設管理事故による損害賠償があった。 

  ソ 備品使用簿、物品出納計算書及び物品現在高調書に未整理のものがあった。 

  タ 事故による損害賠償があった。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

正     誤 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 令和８年３月25日付け号外⑶富山県人事委員会訓令第１号「富山県人事委員会事 
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務局文書管理規程の一部を改正する訓令」中 
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